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令和 2年 4月 1日策定 

 

平成１５年７月に制定された次世代育成支援対策推進法に基づき、職場で働く職員が、

子育ての意義についての理解を深め、仕事と子育ての両立を図ることができるよう、津

別町においても次世代育成支援特定事業主行動計画を策定し推進してきました。 

また、平成２７年８月に女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下「女

性活躍推進法」という。）が成立し、同法に基づく特定事業主行動計画の策定が義務付

けられました。次世代育成支援を進めるにあたっても、女性の職業生活における活躍の

推進は非常に重要であり、重複する内容も多いことから、次世代育成支援特定事業主行

動計画に女性活躍推進法に関する計画内容を追加して「津別町特定事業主行動計画」と

して、平成２７年度から平成３１年度の５年間を前期計画とし策定しました。 

今般、前期計画の期間が終了しましたので、前期計画の進捗状況を踏まえて令和２年

度から令和６年度の５年間を後期計画として策定します。 

 

【目的】 

この計画は、次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく行動計画策定指

針に掲げられた基本的視点を踏まえつつ、職員が仕事と子育ての両立を図ることができ

るよう、職員のニーズに即した行動計画を計画的に推進することを目的とします。 

 

≪行動計画策定指針における基本的視点≫ 

（１） 職員の仕事と生活の調和の推進 

（２） 職員の仕事と子育ての両立の推進 

（３）機関全体で取組む 

（４）機関の実情を踏まえた取組みの推進 

（５）取組みの効果 

（６）社会全体による支援 

（７）地域における子育ての支援 

 

【計画期間】 

令和２年度から令和６年度までの５年間を後期計画期間とします。 
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【計画の推進】 

次世代育成支援対策推進法に関する内容については、「安全衛生委員会」において

各年度の実施状況について分析・評価を行い、必要に応じて計画の見直しを行います。

実施状況の分析・評価及び計画の見直しに当っては、必要に応じて、職員にアンケート

及びヒアリングを実施します。 

女性活躍推進法に関する取り組みについては、総務課に推進本部を設置し、必要に応

じて計画の見直しを行うとともに、取組の実施状況・数値目標の達成状況の点検、評価

等について協議します。 

 

【計画の推進体制】 

１ 情報提供 

   本計画の円滑な推進に向けて職場全体で取り組んでいくため、本計画や職員周知

用パンフレットについて、庁舎イントラネット等を活用して全職員に周知します。 

   出産・育児等に関する情報を参考にしながら、子育て中の職員は、自らの仕事と

子育ての両立に役立てるとともに、所属長を含めた周りの職員は、子育て中の職員

が、仕事と子育てを両立しやすい職場環境づくりに努めることとします。 

 

２ 相談対応 

   仕事と子育ての両立等についての相談や情報提供を行う窓口を総務課に設置し、

各種制度等に関する個別の相談や質問に対応します。 

 

３ 啓発実施 

   子育てを支援する職場環境づくりに向けて、管理監督者を対象とした研修等を実

施します。こうした研修のもと、所属長は、職場全体で子育て支援を推進するため、

自らが率先して取り組むことを常に意識しながら、子育て中の職員への支援や、仕

事と子育てを両立しやすい職場環境づくりに努めることとします。また、新入職員

に対する研修等において、各種制度等に関する基本事項を周知します。 

 

【具体的な取組事項】 

１ 妊娠中及び出産後における配慮 

母性保護及び母性健康管理を適切かつ有効に実施する観点から妊娠中及び出産

後の女性職員に認められている特別休暇等の諸制度、また、仕事と子育ての両立を

http://homepage/imgview/imgview.php?mode=view&dir=06_share/06_04_soumu&file=tu_151029Thu_152611.xls
http://homepage/imgview/imgview.php?mode=view&dir=06_share/06_04_soumu&file=tu_151029Thu_152611.xls
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支援するために男女を問わず認められている特別休暇等の諸制度については、妊娠

中及び子育て中の職員が安心して仕事と子育ての両立を図るために必要不可欠で

あることから、職員に対し諸制度の周知を徹底し、次世代育成支援は職場全体で取

り組む課題であるという職員意識の向上を図るとともに、女性職員、男性職員を問

わず積極的に子育てに参加できる環境の整備を促進します。 

 

※具体的な目標等については、後段各項目で示します。 

  

２ 男性の子育て目的の休暇等の取得促進 

   父親となる職員が子育ての始まりの時期に親子の時間を大切にし、子どもを持つ

ことに対する喜びを実感するとともに、出産後の配偶者を支援するため、子どもの

出生時における父親の休暇取得を促進します。 

 

≪現状≫ 

○男性職員であって配偶者が出産した者の数に対する配偶者出産休暇を取得した

者の数の割合及び取得日数の分布状況 

 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

男性

職員 

0人中 0人 

0.0％ 

4人中 3人 

75.0％ 

2人中 2人 

100.0％ 

6人中 5人 

83.3％ 

4人中 1人 

25.0％ 

取得

期間 
－ 

2日 1人 

1日 2人 

3日 2人 3日 3人 

2日 2人 

3日 1人 

 

※前期の目標 

 

 

 

 

 

  ◎前期計画の期間中、配偶者出産休暇３日の完全取得率は、16人中 6人、37.5％、

有給休暇と合わせて 5 日の取得率は、0％となっており、目標を達成しませんでし

た。 

 

≪目標≫ 

 目標を引き続き次のとおりとします。 

 

 

 

 子どもの出生時における父親の特別休暇（配偶者出産休暇）３日の取得率

を１００％とします。 

 また、上記の配偶者出産休暇（３日）と年次有給休暇を合わせて５日以上

の連続休暇の取得率を５０％以上とします。 

 

 子どもの出生時における父親の特別休暇（配偶者出産休暇）３日の取得率

を１００％とします。 

 また、上記の配偶者出産休暇（３日）と年次有給休暇を合わせて５日以上

の連続休暇の取得率を５０％以上とします。 
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≪職場の意識改革や父親となる職員が取得しやすい環境をつくるために≫ 

○父親となることがわかった職員は、仕事と子育ての両立が必要になるということ

を職場で受け止めてもらうよう、所属長や周りの職員に速やかに申し出ることと

します。 

○所属長は、父親となる職員に対し、出産予定日のおよそ２週間前に、連続５日間

以上の休暇を盛り込んだ休暇計画の作成を求め、連続休暇を取得するよう働きか

けを行います。 

○所属長は、父親となる職員が連続休暇を取得できるように、必要に応じて職場の

中での臨時の応援体制を作るものとします。 

○周りの職員が全員で、出生時の連続休暇を取得しやすい雰囲気づくりに努めるも

のとします。 

 

◎父親の出産時特別休暇【配偶者出産休暇】３日以内（有給休暇） 

  職員の妻の出産に係る入院又は退院の際の付き添い、出産時の付き添い、出

産に係る入院中の世話、子の出生の届出等で取得できます。 

 

３ 育児休業を取得しやすい職場環境の整備等 

育児休業、育児短時間勤務等の取得を希望する職員について、その円滑な取得の

促進等を図るため必要な措置を講じることとします。特に男性職員の育児休業の取

得率が低いことから、父親がもっと子育ての喜びや責任を認識できるよう、積極的

に育児休業等（妻の産前産後期間中における育児参加のための特別休暇５日を含

む。）の取得を促進します。 

 

≪現状≫ 

○女性職員であって出産した者の数に対する育児休業をした者の数の割合及び男

性職員であって育児休業した者の数の割合並びに男女の育児休業の取得期間の

分布状況 

 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

女性

職員 

0人中 0人 

－％ 

0人中 0人 

－％ 

1人中 1人 

100.0％ 

1人中 1人 

100.0％ 

1人中 1人 

100.0％ 

取得

期間 
－ － 11カ月 10カ月 1年 3カ月 

男性

職員 

0人中 0人 

－％ 

4人中 0人 

－％ 

2人中 0人 

0.0％ 

6人中 0人 

0.0％ 

4人中 0人 

0.0％ 
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○男性職員であって配偶者が出産した者の数に対する育児参加のための休暇を取

得した者の数の割合及び取得日数の分布状況 

 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

男性

職員 

0人中 0人 

－％ 

4人中 0人 

0.0％ 

2人中 0人 

0.0％ 

6人中 0人 

0.0％ 

4人中 1人 

25.0％ 

取得

期間 
－ － － － 2日 

 

※前期の目標 

 

 

◎女性職員の育児休暇の取得率は 100％となっておりますが、男性職員の取得率は

0％であり、産前産後の育児参加のための特別休暇の取得率は 16 人中 1 人、6.3％

で 5日中 2日となっており、取得率がかなり低い状況となっています。 

 

≪目標≫ 

  取得率向上のため、目標を次のとおりとします。 

 

 

 

 

◎育児休業・部分休業（無給休暇）※共済組合による助成あり 

職員が、３歳に達する前の子どもを養育する場合に育児休業を取得できます。

また、小学校就学前の子どもを養育する場合には、１日２時間以内の部分休業

が取得できます。 

○育児休業手当金支給額 

1 日につき給料日額（給料の 1／22 の額）×1.25×67／100（180 日まで、

181日～1年までは、50／100） 

 

◎父親の出産時特別休暇【配偶者出産休暇】３日以内（有給休暇） 

  職員の妻の出産に係る入院又は退院の際の付き添い、出産時の付き添い、出

産に係る入院中の世話、子の出生の届出等で取得できます。 

 

◎育児短時間勤務（勤務時間に応じた給与支給） 

小学校就学前までの子を持つ職員が、育児のため 1 日又は週当たりの勤務時

間を短縮した勤務を行うことが出来る制度。職場を完全に離れ、無給となる育

児休業と比べると、①勤務時間に応じた収入がある②休業後の職場復帰への不

安が解消される③夫婦が勤務時間をずらすことによって同一期間内に短時間勤

男性職員の育児休業等（産前産後の育児参加のための特別休暇５日を含む）

について、取得促進に努めます。 

男性職員の育児休業等（産前産後の育児参加のための特別休暇５日を含む）

について、職場環境や職員の意識向上に努め、取得促進を積極的に図ります。 
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務制度を利用できるなどのことから、運用に向けて取り組みます。 

《育児短時間勤務のパターン例》 

①１週あたりの勤務時間が１９時間２５分 

②１週あたりの勤務時間が２４時間５５分 

③１週あたりの勤務時間が２３時間１５分 

※日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日の内 2 日を週休日とし、週休日

以外の日に７時間４５分の勤務 

④１週あたりの勤務時間が１９時間２５分 

※日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日の内２日を週休日とし、週休日

以外の日のうち 2 日について、１日につき７時間４５分、１日につき３時間

５５分の勤務 

 

◎育児特別休暇（有給休暇） 

職員が 1 歳未満の乳児を育てる場合の休暇で、１日２回、各６０分取得でき

ます。 

 

◎男性職員の育児参加のための特別休暇 ５日以内（有給休暇） 

妻が健康維持や回復に専念する産前６週間産後８週間の期間中に、父親である男

性職員は、出産に係る子又は小学校就学前の上の子の養育のために取得できます。

小学校就学前の子どもが既にいる場合は産前から、いない場合は産後に通算５日

まで取得できます。 

 

≪職場全体の意識改革や職員が取得しやすい環境をつくるために≫ 

○育児休業等の制度の趣旨及び内容や休業期間中の育児休業手当金の支給等の

経済的な支援措置について、職員に対して周知します。 

○所属長は、育児休業等の申出があった場合、業務に支障が出ないように必要に

応じた業務分担の見直しを行うなど、職員が安心して育児休業等を取得できる

ように努めます。 

○周りの職員が全員で育児休業等を取得しやすい雰囲気づくりに努めるものと

します。 

○所属長は、育児休業等を取得している職員に対して、適宜、情報手段を活用し

て、所属課の業務状況や育児の状況等について相互に連絡を取り合うように努

めるものとします。 

○育児休業等取得中の職員及び職場復帰した職員に対して、円滑な職場復帰のた

めの個別の相談や質問に対応します。 

○職場復帰後は、個別の事情に応じて積極的な支援を行うことにより、育児休業

等を取得した職員の円滑な職場復帰を図るものとします。 
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○育児などの女性職員の状況に配慮した人事運用に努めます。 

○女性職員の活躍推進と多様な職務機会を付与するとともに、仕事と生活の調和

を推進します。 

 

４ 子どもの看護を行うための特別休暇の取得促進 

子育てをする職員が、子どもの負傷、傷病による治療、療養中の看病又は通院等

の世話をする際に、周囲に気兼ねなく休暇を取得できるような職場の雰囲気づくり

に努めるものとします。 

 

≪現状≫ 

○子の看護休暇の取得割合 

 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

取得割合 
16人中 4人 

25.0％ 

16人中 3人 

18.8％ 

16人中 2人 

12.5％ 

20人中 2人 

10.0％ 

21人中 4人 

19.0％ 

 

※前期の目標 

 

 

◎取得の割合は 10％～25％となっております。 

 

≪目標≫ 

  目標を引き続き次のとおりとします。 

 

 

 

 

 

◎子の看護休暇 一歴年５日以内（有給休暇） 

小学校就学前の子どもを養育する職員が、病気やけがをした子どもの世話を

するために取得することができます。 

 

５ 時間外勤務の縮減 

職場における恒常的な時間外勤務は、子育てをする職員の負担となることから 

時間外勤務縮減への意識啓発等を徹底します。 

 

 

子どもの突発的な病気等の際に、休暇取得できるよう、職場全体で支援に努

めます。 

 子どもの突発的な病気等の際に、休暇取得できるよう、職場全体で支援に努

めます。 
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≪現状≫ 

○平成 30 年度の各月ごとの 1 人当たりの時間外勤務時間及び月 40 時間以上時間外

勤務を行った職員数                      （時間、人） 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 0 月 1 1 月 1 2 月 1 月 2 月 3 月 平均 

時間 8.3 9.1 8.1 10.7 7.4 12.1 11.7 8.7 6.4 5.8 7.3 11.0 8.8 

職員数 1 1 2 2 4 3 9 4 2 2 3 3 3 

 

≪目標≫ 

 

 

 

 

≪職場全体の意識改革や時間外勤務縮減の職場環境をつくるために≫ 

○所属長は、率先して早期退庁するとともに、定時以降の会議や打合せを控え

るなど、職員が早期退庁しやすい環境づくりに努めます。 

○毎週金曜日は全庁的に定時退庁日（ノー残業デー）とし、時間外勤務を行わ

ないということを、日頃から所属内において意識し、徹底します。 

○所属長は、事務処理が効率的に行われるようリーダーシップを発揮するとと

もに、所属職員の勤務状況を常に把握することにより、改善への即応処理に

努めます。 

○全ての職員は、日頃の仕事において、時間外勤務を縮減するよう意識し、周

りの職員と声を掛け合って退庁するよう努めます。 

○新規事業が生じる中で、時間外勤務を縮減するために、既存業務について見

直しを的確に行い、事務の簡素・効率化を推進します。 

○子育てをする職員の深夜勤務（午後１０時から翌日の５時までの間の勤務）

や時間外勤務の制限に関する制度について周知します。 

 

◎育児を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限 

小学校就学前の子どもを養育する職員が、子を養育するために請求した場

合には、公務に支障がなければ、深夜勤務及び１月２４時間、１年について

１５０時間を超えて時間外勤務をさせてはならないものとします。 

 

６ 年次有給休暇の取得促進 

子育てをする職員が、子どもの保育所や学校の行事等の際に休暇を取得すること

に抵抗を感じることのない職場の雰囲気づくりに努めるものとします。 

 

 

 各職員の 1 月当たりの時間外勤務時間について、津別町職員の時間外勤務等に

関する取扱要綱で規定している上限である 40時間を超えないように努めます。 
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≪現状≫ 

○年次有給休暇の平均取得日数 

 27年 28年 29年 30年 

平均取得日数 6.27日 8.54日 8.68日 9.87日 

 

※前期の目標 

 

 

◎平均取得日数は年々上昇してきていますが、目標を達成することはできませんで

した。 

 

≪目標≫ 

  目標を引き続き次のとおりとします。 

 

 

 

 

≪職場全体の意識改革や職員が取得しやすい環境をつくるために≫ 

○所属長は、率先して休暇を取得するとともに、事務処理の相互応援体制を整

えるなど、職員が休暇を取得しやすい環境づくりに努めます。 

○所属長は、月に１日程度は全ての職員が休暇を取得できるよう、日頃からの

声かけや月初めに課内会議を開催するなどして職員に休暇取得について周知

に努めます。 

○所属長は、職員の家庭・家族の状況をできる限り把握し、必要な休暇を取得

できるよう配慮します。 

○所属長は、次のような時に職員が休暇を取得するように働きかけを行います。 

（例）夏季休暇と有給休暇と合わせた連続休暇の取得促進子どもの春休 

み、夏休み､冬休みの連続休暇の取得促進、入学式、卒業式、授業

参観などの学校行事やＰＴＡ活動子どもの予防接種、健康診断 

○全ての職員は、自分が休めるようにすることと、周りの職員が休めるように

することを同時に配慮します。 

 

７ 育児を行うための早出遅出勤務の適用 

育児を理由とした早出遅出勤務の制度を周知するとともに、制度の取得しやすい

職場環境づくりについて検討します。 

 

年次有給休暇取得日数を計画期間の終期において、１２日以上とします。 

 年次有給休暇取得日数を計画期間の終期において、１２日以上とします。 
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◎育児を行う職員の早出遅出勤務 

小学校就学前の子どもを養育する職員が、子を養育する

ために早出又は遅出勤務することを請求した場合には、公

務に支障がなければ、勤務時間の変更を行わせる制度を取

り入れています。 

 

＜勤務時間パターンの例＞ ※休憩４５分 

A．午前 ７時００分 から 午後 ３時３０分まで 

B．午前 ７時３０分 から 午後 ４時００分まで 

C．午前 ８時００分 から 午後 ４時３０分まで 

D．午前 ８時３０分 から 午後 ５時００分まで 

E．午前 ９時００分 から 午後 ５時３０分まで 

F．午前 ９時３０分 から 午後 ６時００分まで 

 

８ 職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識等の是正 

職員の仕事と子育ての両立を支援するためには、「育児よりも仕事が大事」とい

った職場優先の環境、「男は仕事、女は家庭・育児」といった固定的な役割分担意

識の是正について積極的に情報提供をすることにより、職員に対する意識啓発を行

います。 

また、セクシュアルハラスメントの防止のための情報提供や意識啓発を行いま 

す。 

 

９ 子育てバリアフリーの促進 

新庁舎においては、子どもを連れた人が気兼ねなく来庁していただけるようにバ

リアフリー化を念頭に置いて設計を行っており、ハード面での整備がなされるが、

子どもを見守るあたたかな気持ちや、子育てに向きあう親を応援する気持ちを持つ

ことなどに日頃から心がけ、親切、丁寧な応接対応などに努めます。 

 

１０ 子ども・子育てに関する地域活動の貢献推進 

職員一人ひとりが、地域で行われている子ども・子育てにかかる活動や地域の自

主的な防犯活動、少年非行防止等の取り組みに、積極的に参加するよう心がけると

ともに、子どもを交通事故から守るため、日頃から交通安全に対する意識を持つよ

うに努めます。 

職場では、職員が地域の子育て活動に参加しやすい職場の雰囲気づくりを心が 

け、職員の積極的な参加を支援します。 



 11 

【女性活躍推進法関連の取り組み】    

 女性活躍推進法は、働くすべての女性職員が自ら持つ個性と能力を十分に発揮するこ

とができるような職場環境の整備を求めており、次のとおり目標を設定し達成に努めま

す。 

 

１ 女性採用の拡大と目標 

○採用職員に占める女性職員の割合 

 
28年度 29年度 30年度 31年度 2年度 合計 採用割合 

2年度 

職員数 全体比率 

男性 3人 3人 5人 5人 4人 20人 71.4％ 72人 69.9％ 

女性 1人 0人 1人 1人 5人 8人 28.6％ 31人 30.1％ 

合計 4人 3人 6人 6人 9人 28人 100.0％ 103人 100.0％ 

 

平成23年度から27年度までの採用者に占める女性職員の割合は30.8%であり、目標

数値である30％を達成しておりましたが、平成28年度から令和2年度は、28.6％と若

干下回る結果となりました。今後の計画期間内の採用割合については、引き続き30%

以上を目指します。 

また、職員全体に占める女性職員の割合については、平成27年実績の29.0%から令

和2年度で30.1％と目標の30%以上を達成していますが、30%以上を維持することを目

指します。 

 

２ 女性管理職員登用と目標 

○管理的地位にある職員に占める女性職員の割合 

 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

女性職員 
18人中 1人 

5.6％ 

19人中 1人 

5.3％ 

20人中 2人 

10.0％ 

21人中 2人 

9.5％ 

19人中 3人 

15.8％ 

 

平成27年度の実績5.6％から平成31年度は15.8％と10％以上とする目標は達成しま

した。多様化する住民ニーズに対応していくには、女性の視点を反映することがます

ます重要であり、女性職員の積極的な登用を図るため、職員の意欲と能力の把握に努

めるとともに、職域の拡大と幅広い職務を経験できるように配慮し、25％以上を目指

します。 
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【その他の参考データ】 

○自己都合による退職した職員の割合の差異 

 27年度 28年度 29年度 30年度 

男性職員 
76人 0人 

0.0％ 

77人中 0人 

 0％ 

78人中 0人  

0％ 

78人中 3人  

3.8％ 

女性職員 
31人 0人 

0.0％ 

31人中 1人

3.2％ 

30人中 1人

3.3％ 

30人中 3人

10.0％ 

差  異 0.0％ 3.2％ 3.3％ 6.2％ 

 

○平成 30年度に自己都合により退職した職員の年齢区分別の男女別の割合 

 18歳

-20歳 

21歳

-25歳 

26歳

-30歳 

31歳

-35歳 

36歳

-40歳 

41歳

-45歳 

46歳

-50歳 

51歳

-55歳 

56歳

-60歳 

男性職員 0% 0% 7.7% 0% 12.5% 0% 0% 0% 10.0% 

女性職員 0% 33.3% 20.0% 0% 0% 0% 0% 0% 14.3% 

 

○各役職段階にある職員に占める女性職員の割合及びその伸び率 

  27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

課

長

職 

割 合 
9人中 0人 

0.0％ 

11人中 0人 

0.0％ 

11人中 0人 

0.0％ 

11人中 1人 

9.1％ 

8人中 1人 

12.5％ 

伸び率 － － － － 37.4％ 

主

幹

職 

割 合 
10人 1人 

10.0％ 

8人中 1人 

12.5％ 

9人中 2人 

22.2％ 

10人中 1人 

10.0％ 

11人中 2人 

18.2％ 

伸び率 － 25.0％ 77.6％ △55.0％ 82.0％ 

主

査

職 

割 合 
33人 11人 

33.3％ 

31人中11人 

35.5％ 

31人中 9人 

29.0％ 

31人中11人 

35.5％ 

37人中11人 

29.7％ 

伸び率 － 6.6％ △18.3％ 22.4％ △16.3％ 

主

任

職 

割 合 
31人中 9人 

29.0％ 

32人中10人 

31.3％ 

29人中10人 

34.5％ 

25人中 9人 

36.0％ 

17人中 8人 

47.1％ 

伸び率 － 7.9％ 10.2％ 4.3％ 30.8％ 

主

事

職 

割 合 
24人中 8人 

33.3％ 

26人中 9人 

34.6％ 

28人中 9人 

32.1％ 

31人中 8人 

25.8％ 

31人中 6人 

19.4％ 

伸び率 － 3.9％ △7.2％ △19.6％ △24.8％ 

 

○セクシャル・ハラスメント等体側の整備状況 

 平成 14年にセクシャル・ハラスメントに関する規程を整備し、相談窓口と処理委員

会を設置しており、平成 30年 3月よりセクシャル・ハラスメントに限らず、ハラスメ

ント全般を対象とした規程へと改正している。 


